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令和３年５月 

 

京都市保健福祉局保健福祉部監査指導課 

京都市子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室 
 

 

社会福祉法人に対する一般指導監査の監査周期延長制度について 

 

 社会福祉法人（以下「法人」という。）に対する一般指導監査は，社会福祉法第５６条第

１項の規定に基づき，法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営

実態の確認を行うことによって，適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図る

ことを目的として，原則３箇年に１回の周期で行っているところです。 

 法人運営や施設運営上の大きな問題が認めらない法人については，一定の基準を設け，下

記のとおり一般指導監査の実施周期を延長することを可能としています。延長を希望する場

合は，内容を確認のうえ申告を行ってください。 

 

記 

 

１ 監査周期延長制度の考え方 

  一般指導監査の周期について下表のとおり４つの区分に大別し，それぞれの周期により

実施することとします。周期延長の対象は，社会福祉法人本部の指導監査です。 

Ａ 法人本部の運営，法人が経営する施設・事業の運営について，大き

な問題が認められない。 
３年に１回 

原則 
 会計監査人の監査や専門家の活用を図り財務状況の透明性・適

正性が確保されている。 
 

  

Ｂ 

⑴会計監査人設置法人 

 ア 会計監査人設置義務法人(収益30億超) 

 イ 定款により会計監査人を任意設置する法人 

⑵会計監査人による監査に準ずる
．．．

監査を実施する法人 

５年に１回 

まで延長可

能 

  

Ｃ 

専門家（公認会計士，税理士等）による， 

⑴財務会計に関する内部統制の向上に対する支援 又

は 

⑵財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援 

を受けた法人 

４年に１回 

まで延長可

能 

 Ｄ 苦情解決への取組が適切に行われており，かつ，福祉サー

ビス第三者評価事業を受診し，結果公表を行い，サービスの

質の向上に努めている法人 

４年に１回 

まで延長可

能 
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２ 区分ごとの要件・基準 

区

分  
基準  

Ａ  
3 年  
原則  

 ア  法 人 の運 営につ い て， 法 令及 び通知 等 （法 人 に係 るもの に 限る。）に

照ら し，特に大き な問題 が認められな いこと 。  
 イ  法人が経営 する施 設及び法人の 行う事 業について，施設基 準，運営費

並び に報酬の請求 等に関 する大きな問 題が特 に認められな いこと 。  

Ｂ  
5 年  

  A の基準を 満たす法 人で，会計監査人等 による監査等 の支援 を受け，会

計監 査人の作成す る監査 報告等が次に 掲げる 場合に該当す る法人 。  
 ア  会計監査人 設置法 人  
   会計監査人 を設置 している法人 におい て，会計監査報告に「無 限定適

正 意 見 」又 は「 除 外事 項 を 付し た限 定 付適 正 意 見」（ 除外 事項 に つ いて

改善 されたことが 確認で きる場合に限 る。）が記載さ れた場合  
 イ  会計監査人 による 監査に準ずる 監査を 実施する法人  
   会計監査人 を設置 していない法 人にお いて，会計監査人に よる監査に

準ず る監査が実施 され，当該 監査の際に作成 された会計監 査報告 に「無

限 定 適 正意 見」 又 は「 除 外 事項 を付 し た限 定 付 適正 意見」（除 外 事 項に

つい て改善された ことが 確認できる場 合に限 る。）が 記載された 場合  

Ｃ  
4 年  

  A の基準を 満たす法 人で，公認 会計士，監査法人 ，税理士又 は税理士法

人 （ 以下 「 専門 家 」と い う。）に よる 財務 会 計に 関 する 内 部統 制 の向 上に

対 す る 支 援 又 は 財 務 会 計 に 関 す る 事 務 処 理 体 制 の 向 上 に 対 す る 支 援 を 受

けた 法人において，専門 家が当該支援 を踏ま えて作成する 次のい ずれかの

書類 が提出された 法人  
 ａ  財 務 会計 に関す る 内部 統 制の 向上に 対 する 支 援業 務実施 報 告書 （「会

計 監 査 及び 専門 家 によ る 支 援等 につ い て」（平 成 ２９ 年４ 月２ ７ 日 付け

社援 基発 0427 第 １号厚 生労働省社会・援護 局福祉基盤課 長通知 ）・別添

１）  
 ｂ  財 務 会 計 に 関 す る 事 務 処 理 体 制 の 向 上 に 対 す る 支 援 業 務 実 施 報 告 書

（同 通知・別添２ ）  

Ｄ  
4 年  

  A の基準を 満たす法 人で，苦情解決への 取組が適切に 行われ（評 価項目

のう ち，利用 者からの意 見・要望・苦情・相談に係る 項目が全て Ａ (a )評価

と な って い る）， かつ ， 福祉 サ ービ ス 第三 者 評価 事 業を 受 診し ， その 結果

につ いて公表を行 い，サービ スの質の向上に 努めている法 人（一部の 経営

施設 のみ福祉サー ビス第 三者評価を受 診して いる場合にお いては，法人全

体の 受審状況を勘 案して 判断する。具体的に は，直近の３過年度（保育 所

は５ 過年度）に法 人の全 拠点において 第三者 評価を受診し ている こと。）  
 ※ 毎年度法人から提出される報告書類及び前回の指導監査の指摘状況並びに改善状況

を勘案し，毎年度実施することが必要であると認められる法人は，毎年度実施。 



3 
 

３ 監査周期延長の適用手続 

  社会福祉法人本部の一般指導監査は，原則的に，区分Ａにより３箇年に１回の周期で実

施します。監査周期延長制度の導入後も，毎年度，原則どおり３年に１回の周期で監査日

程を組み，法人に日程を通知します。 

  当該年度の社会福祉法人本部の監査日程が「有り」と通知された場合，監査周期延長制

度の適用を希望する法人は，延期の要件に適合し監査の延長を希望する旨の「申告書」と

会計監査報告書等の「関係書類」を所轄庁に提出します。提出書類を確認のうえ，監査周

期延長が適当であるか否かを判定し，結果を各法人に通知します。具体的には次のような

イメージになります。 

監査周期の延長のイメージ 

【原則】区分Ａ→３年に１回 

H30年度 H31(R1)年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

  ▲監査実施               ▲監査実施 

 

 

【延長の場合】区分Ｂ→５年に１回 

H30年度 H31(R1)年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

  ▲監査実施               ●監査日程通知        ▲監査実施 

                      〇申告→判定  〇判定 

           ５年に１回まで監査周期を延長可能 

 

【延長の場合】区分Ｃ・Ｄ→４年に１回 

H30年度 H31(R1)年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

  ▲監査実施               ●監査日程通知 ▲監査実施 

                      〇申告→判定   

           ４年に１回まで監査周期を延長可能 

 

４ 具体的な提出書類・期限 

 ⑴ 区分Ｂ～Ｄ共通申告書 

   監査周期延長申告書 兼 関係書類チェックリスト 

 

 ⑵ 区分ごとに次の関係書類 

 関係書類 説明 

区分Ｂ 

(ア及び

イ) 

ア 独立監査人の監査報告書 社会福祉法第 46 条の 19 第１項に

規定する会計監査報告です。 

イ 監査実施概要及び監査結果

の説明書 

監査の実施概要や監査の過程で発

見された内部統制の重要な不備等

を記載した報告書です。 
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 関係書類 説明 

区分Ｃ 

(ア又は

イ) 

ア 財務会計に関する内部

統制の向上に対する支援

業務実施報告書 

 法人と公認会計士又は監査法人との

間で締結する契約に基づき，毎年度，提

出を受けるものです。 

イ 財務会計に関する事務

処理体制の向上に対する

支援業務実施報告書 

 法人と専門家との間で締結する契約

に基づき，毎年度，提出を受けるもので

す。 

 

 関係書類 説明 

区分Ｄ 

直近の３過年度（保育所は

５過年度）に福祉サービス

第三者評価を受診した施

設・事業所の，評価結果資

料 

 苦情解決への取組が適切に行われて

いるかを，評価結果資料で確認しま

す。 

 

 ⑶ 提出期限 

   令和３年６月３０日（毎年度６月３０日まで） 

   ※期限を過ぎての提出された場合，原則，周期延長の適用はできません。  

 

 ⑷ 提出先 

   保健福祉局所管法人：保健福祉局保健福祉部監査指導課（企画担当） 

   子ども若者はぐくみ局所管法人：子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室（監査担当） 

 

 ⑸ 判定結果 

   令和３年７月中旬までに個別に通知します（毎年度７月中旬までに通知） 

 

５ その他の留意点 

 ⑴ 監査周期延長申告書は，当該年度の法人本部の監査日程が「有り」と通知された場合

にのみ提出できます。 

 ⑵ 監査周期延長は，法人本部への一般指導監査に係る制度です。法人が運営する施設に

対する監査や事業所への実地指導は，監査周期延長制度に関わらず，所定の周期により

実施されることになります（例えば，保育所に対する施設監査は毎年度実施されます。）。 

 ⑶ 法人の運営等に関する問題が発生した場合や，毎年度法人から提出される報告書類の

内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合については，監査周期延長

制度に関わらず，必要に応じて指導監査を実施します。 

 ⑷ 監査周期延長制度は，申告制です。要件に該当すると判断する場合であっても，申告

するか否かは法人の任意です。申告がなければ，原則どおり３箇年に１回の周期で監査

を実施します。
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監査周期延長申告書 兼 関係書類チェックリスト 

 

  年  月  日 

   当法人は，監査周期延長の要件に該当するため，関係書類を添えて，提出します。 

法人名 

代表者名 

社会福祉法人●●● 

理事長〇〇 〇〇 

法人担当者氏名  

連絡先電話番号  

メールアドレス  

 

    

対象区分 

☑ 

関係書類 チェック 

☑ 

備考 

□Ｂ 
ア 独立監査人の監査報告書 □ ア及びイ 

双方必要 イ 監査実施概要及び監査結果の説明書 □ 

  ※Ｂ 区分Ｂに該当するとして，延長可と判定された場合でも，引き続き要件に該当す

るかをチェックするため，翌年度に関係書類を再度提出していただきます。 

 

対象区分 

☑ 

関係書類 チェック 

☑ 

備考 

□Ｃ 

ア 財務会計に関する内部統制の向上に対

する支援業務実施報告書 
□ 

ア又はイ 

どちらか一方 イ 財務会計に関する事務処理体制の向上

に対する支援業務実施報告書 
□ 

  ※Ｃ 法人と専門家との間で締結する契約に基づき，毎年度，財務会計に関する内部統

制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を

受ける必要があります。（会計事務所等との契約内容が，決算書の作成や記帳代行

に留まる場合は，対象外
．．．

。） 

 

対象区分 

☑ 

受診拠点数

/総拠点数 

関係書類 チェック 

☑ 

備考 

□Ｄ / 

直近３過年度（保育所は５過

年度）以内に福祉サービス第

三者評価を受診した施設・事

業所の，評価結果資料 

□ 

受診した全て

の施設・事業

所の，評価結

果資料 

  ※Ｄ 直近の３過年度（保育所は５過年度）以内に，法人の全拠点において第三者評価

を受診していること。 
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【参考】各区分への該当判断チェックフロー図 

                ↓Yes                     No 

 

 

  Yes              ↓No 

 

 

 

 

 

         Yes      ↓No 

 

 

 

 

                ↓Yes            No 

 

 

 

 

 

 

 

                 Yes       No 

 

 

 

 

 

 

当該年度の法人本部の監査日程が「有り」と通知されましたか？ 

会計監査人設置法人ですか？（又は会計監査人に準ずる監査を実施していますか？） 

要件Ｂ 

に区分 

（5 年に１

回） 

法人と専門家との間で締結する契約に基づき，毎年度， 

「財務会計に関する内部統制の向上に対する支援」又は「財務会計に関する事務

処理体制の向上に対する支援」を受けていますか？ 

要件Ｃ 

に区分 

（４年に１

回） 

要件Ｄ 

に区分 

（４年に１

回） 

直近の３過年度（保育所は５過年度）以内に，法人の全拠点
．．．

に

おいて第三者評価を受診しましたか？ 

第三者評価における評価項目のうち，利

用者からの意見・要望・苦情・相談に係

る項目が全てＡ(a)評価となっているな

ど，苦情解決への取組が適切に行われて

いますか？ 

要件 A 

に区分 

（３年に１

回） 

当年度は，監

査周期延長申

告書の提出は

できません。 


